
重要事項説明書 
（介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント） 

 
１．地域包括支援センター（指定介護予防支援事業者・第１号介護予防支援事業者）の概要 

事業所名 海岸地区地域包括支援センターあい 

所在地 
電話番号 

茅ヶ崎市東海岸南二丁目６－１４ 
０４６７－８８－１７１６ 

事業者指定番号 １４０２４０００２０ 

管理者 
連絡先（電話番号） 

町田 奈津美 
０４６７－８８－１７１６ 

通常の事業の実施地域 
（サービス提供地域） 

茅ヶ崎市 （海岸地区） 

法人名 医療法人 徳洲会 

法人代表者 理事長 東上 震一 

 
２．事業所の職員体制等              （令和７年９月１日現在） 

職 種 資 格 常 勤 非常勤 職  務  内  容 

管理者 

 １名 ― 

従業者の管理・指導・業

務の管理・事業の状態把

握・調整 

担当職員 (1)保健師  ２名 名 介護予防サービス・支援

計画の作成、各サービス

の提供にあたって必要な

連絡調整などの業務 

(2)看護師 名 名 

(3)社会福祉士 ２名 名 

(4)主任介護支援専門員 １名 名 

(5)介護支援専門員 名 名 

(6)その他の職員 １名 名 必要な事務 

                                          
３．営業時間 

営業日 営業時間 休業日 

月曜日～土曜日 ８：３０～１７：００ 日曜日及び祝日 
年末年始（１２月３１日～１月３日  ） 

  ※休業日の連絡先 ０４６７－８８－１７１６ 
電話は高齢者いつでも安心電話に転送されます。 

 
４．利用者負担金 

(1) 介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに係る料金について、厚生労働大臣が定める基準

によるものとします。当該指定介護予防支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者負担

はありません。ただし、介護保険料の滞納があった場合は、償還払いや保険給付が制限される場

合があります。 
(2) 担当者が通常のサービス地域をこえる地域に訪問・出張する必要がある場合には、通常の事業

の実施地域を越えたところからその交通費（実費）の支払いが必要となる場合があります。 
 
５．虐待の防止 
   地域包括支援センター（指定介護予防支援事業者・第１号介護予防支援事業者）は、利用者の人

権擁護・虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げるとおり、必要な措置を講じます。 
(1) 虐待防止に関する指針を整備します。 
(2) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について担当職員に周

知徹底します。 
(3) 担当職員が適切に支援を行うために、虐待の防止のための研修を定期的に開催します。 
(4) 虐待の防止に関する措置を適切に実施するため、当該措置に関する担当者を設置します。 



(5)  虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合には、担当職員は速やかに、茅ヶ崎市又は地域 
包括支援センターに通報します。 

６．地域包括支援センター（指定介護予防支援事業者・第１号介護予防支援事業者）のサービス方針等 
   介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの事業は、その利用者が可能な限りその居宅におい

て、自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行われるものです。 
   利用者の心身の状況及びその置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自

立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様

な事業所等から、総合的かつ効率的に提供できるように努めます。 
   事業の運営にあたっては、茅ヶ崎市、他の福祉サービス提供機関、医療機関、地域の関係機関や

関係者等との密接な連携を図るものとします。 
   利用者は、担当職員に対して複数の介護サービス事業者等の紹介を求めることが出来ます。 
   また、介護予防サービス・支援計画書（ケアプラン）に位置付けた介護サービス事業者等の選定

理由について、説明を求めることが出来ます。 
 
７．サービスの提供方法、内容 
① 契約等手続き 契約書等同意後、交付します。 
② アセスメントの実施 利用者の自宅を訪問して、利用者及びその家族と面接し、課題等の把握

をします。 
③ ケアプランの原案の作

成 
アセスメント結果等を基に、どのような支援が必要かを利用者等と調整

し、利用者の選択に基づき、適切なサービスが多様な事業者から総合的

かつ効率的に提供されるよう、ケアプランの原案を作成します。 
※利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、提供さ

れるサービスが特定の種類又は特定の介護サービス事業者等に不当

に偏することがないよう、公正中立に行います。 
※ケアマネジメントにあたっては、要支援状態の軽減若しくは要介護状

態になることの予防に資するよう行うとともに、他の保健医療サービ

ス又は福祉サービス等との連携に十分配慮します。 
④ サービス担当者会議の

開催等 
ケアプランの原案の内容について、担当者から専門的な意見を聴取しま

す。 
⑤ ケアプランの原案の説

明・同意・交付 
ケアプランの原案の内容を利用者に交付をして説明し、同意を得ます。 
同意後、ケアプランとして交付します。 

⑥ サービスの提供 介護予防サービス事業者等に対し、ケアプランに基づき適切にサービス

が提供されるよう連絡調整等を行います。 
⑦ サービス実施状況の把

握、評価 
〇 サービス計画の実施状況の把握（モニタリング） 

(1) 担当職員は、サービスの提供状況等に関する報告を、サービス事

業者等に対し少なくとも 1月に 1回聴取し、また必要に応じてケア

プランの変更等を行います。 

 

(2) 担当職員は、サービスの提供状況等について、利用者及びその家

族、指定介護予防サービス事業者等との連絡を継続的に行い、把握

をします。把握の方法としては次のとおりです。 

 

■ 少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して３ 
ヶ月に１回（以下、「期間」とします。）、利用者宅を訪問し面接 
します。 

（※ あらかじめ利用者からの同意を得、次の事項(＊)について主治の

医師等の合意を得ている場合は、テレビ電話装置等を活用するこ

とがあります。その場合、少なくとも連続する２期間に１回は利

用者の居宅を訪問し、利用者の居宅を訪問しない期間はテレビ電

話装置等を活用して、利用者に面接します。） 
  

(＊)・利用者の心身の状況が安定していること。 
・利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことが

できること。 
・担当職員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは

把握できない情報について、指定介護予防サービス事業者等



の担当者から提供を受けること。 
 
■ 利用者の居宅を訪問しない月であっても、少なくとも１か月に１

回、電話等により利用者との連絡を実施します。 
 
■ 少なくとも１ヶ月に１回、モニタリングの結果を記録します。 

 

〇 評価 

ケアプランに位置付けた期間が終了するときは、利用者宅を訪問し、

当該計画の目標の達成状況について評価を行います。 

⑧ 給付管理 ケアプランに基づき毎月給付管理票を作成し、審査支払機関である国民

健康保険団体連合会に提出します。 
⑨ 要介護認定の申請に係

る援助 
要介護認定の手続きを円滑に行えるように支援します。 

 
８．事故発生時等の対応 
  (1) 地域包括支援センター（指定介護予防支援事業者・第１号介護予防支援事業者）は、サービス

の提供に際して事故が発生した場合には、速やかに利用者家族、医療機関、市町村等関係機関に

連絡を行うとともに、必要な措置を迅速に講じます。 
(2)  地域包括支援センター（指定介護予防支援事業者・第１号介護予防支援事業者）は、事故の状

況及び事故に際して採った処置について、記録します。 
  (3) 地域包括支援センター（指定介護予防支援事業者・第１号介護予防支援事業者）は、介護予防

支援及び介護予防ケアマネジメントの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利

用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。 
 
９．サービス利用にあたっての禁止事項について 
   職場におけるハラスメント防止の取組として、サービス利用にあたって以下の事項を禁止とさせ

ていただきます。 
  (1) 職員に対して行う暴言・暴力、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為 
  (2) パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為 
  (3) サービス利用中の職員を含む利用者本人以外の写真や動画の撮影、また録音等をインターネッ

ト等に無断で掲載すること。 
 
１０．相談・苦情対応窓口 

(1) 海岸地区地域包括支援センターあい 
所在地 茅ヶ崎市東海岸南二丁目６－１４ 
電話番号 ０４６７－８８－１７１６ 
ファックス番号 ０４６７－８８－６７７２ 
対応時間 月～土の 8:30～17:00（祝日、年末年始を除く） 

 
(2) 茅ヶ崎市福祉部 介護保険課 
所在地 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号 
電話番号 ０４６７－８１－７１６４（ダイヤルイン） 
ファックス番号 ０４６７－８２－１４３５ 
対応時間 月～金の 8:30～17:00（祝日、年末年始を除く） 

 
(3) 神奈川県国民健康保険団体連合会（国保連）※苦情相談のみ 
所在地 横浜市西区楠町２７－１ 
電話番号 ０４５－３２９－３４４７ 
受付時間 月～金の 8:30～17:15 （祝日、年末年始を除く） 

 
 



１１．入院時の担当職員の氏名、連絡先の伝達 
利用者またはその家族は、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、担当職員の氏名及び

連絡先を当該病院又は診療所に伝えていただきますようお願いします。 
 

１２．秘密の保持 
  (1) 事業者は事業者の個人情報保護に関する規定等に基づき、介護予防支援及び介護予防ケアマネ

ジメントを提供する上で知り得た利用者およびその家族に関する情報は、正当な理由なく第三者

に漏らしません。これは契約が終了した後も継続します。 
(2) 事業所は、担当職員その他の従事者であった者が、従業者でなくなった後も、その業務上知り

得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、従業者との雇用契約の内容とします。 
(3) 事業所は、あらかじめ文書により利用者または家族の同意を得た場合には、利用者にサービス

を提供するサービス事業者との連絡調整その他必要な範囲内で、同意した者の個人情報を用いる

ことができるものとします。 
 

１３．その他運営についての留意事項 
  (1) 事業者は担当職員の資質向上を図るため研修の機会を次のとおり設けます。 
     採用時研修 採用時２週間以内 
     継続研修（業務継続計画・虐待防止・感染予防等）年１回以上 
     職場外研修 必要に応じて 
  (2) 担当職員は、身分を証する書類を携行し、初回訪問時や利用者又はその家族から求められたと 

きは、これを提示します。 
 
 
 

【説明確認欄】 
                    令和   年   月   日 
 

介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント契約の締結にあたり、本書面を交付し、本書面に基づき

重要事項を説明しました。 
  

地域包括支援センター 
（指定介護予防支援事業者・第１号介護予防支援事業者） 

 
事業者名 海岸地区地域包括支援センターあい   

 
                  説明者                     

 
私は、本書面に基づいて地域包括支援センター（指定介護予防支援事業者・第１号介護予防支援事業

者）から本書面に基づき重要事項の説明を受け、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの提供開

始に同意し交付を受けました。 
 

 令和   年   月   日 
 
 
                    利用者                     
 
 

家族等                     
 （利用者との関係：         ） 


